
指標 

（厚労省共通指標）

Process

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子 インフルエンザワクチンを予防接種した職員数 

※卵アレルギーや接種に伴う重篤な副作用の既往

等医学的根拠のある理由で接種不可能な職員を除

く 

分母 職員数

収集

期間
年1回  

調整

方法

14 職員の予防接種 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率 

・医療機関を受診する患者は、免疫力が低下していることが多く、病院職員からの感染を防止する必要がある。
接種率が高い場合には、院内感染防止対策に積極的に取り組んでいると評価できる。 

最小値 81.25 25％値 90.23 中央値 93.90 75％値 96.28 最大値 100.00

回答病院 41施設 

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

2020年間数値報告 

考察・分析 

 回答病院数について、2019年に回答がなく2020年に回答があったのが8病院、2019年に回答があり2020年に回

答がなかったのが6病院となり、全体としては2病院の増となりました。90％以上の接種率となったのは32病院

と、回答数全体の約78％となり、昨年と比較すると約17％の増となりました。接種率の中央値と25パーセンタ

イル値が2.5ポイント前後増加していることから、回答病院全体として接種率が向上していると読み取ることが

できます。さらに、前年と比較して5％以上接種率が増加したのが8病院であり、その中でも10%以上増加したの

が4病院でした。これは、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行が懸念される中で、それらの

感染症を院内で発生させることがあってはならない、職員自身が病原体の運び屋となってはならないとの意識

が共有された結果ではないかと考えられます。しかし一方で、前年と比較して2％以上接種率が減少したのが4

病院あり、その意識を全職員に浸透させることの難しさを垣間見ることができます。 

 医療従事者は、インフルエンザ患者と接する機会も多く、発症のリスクは一般の人々と比べて高いと考えら

れます。日本環境感染学会のガイドラインでは、インフルエンザワクチンは、予防接種実施規則6条による接種

不適当者に該当しない全医療関係者の接種希望者（妊娠または妊娠している可能性の高い女性、65歳以上の高

齢者を含む）を対象として毎年1回接種することを推奨しています。自己防衛と院内感染防止の観点、発症時の

欠勤による業務上のリスクを防止する観点からの職員教育とともに、接種方法の簡便さ、接種費用の負担の在

り方によっても、接種率は変わってくると考えられます。 

一方で、ワクチンで完全に発症を防げるわけではありません。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に

も掲げられているように、三密（「換気が悪く」「人が密に集まって過ごすような空間」「不特定多数の人が接触

する恐れが高い場所」）の回避、適時のうがい・手洗い、会話時のマスク着用と、十分な睡眠、栄養など体調管

理に心掛けるようにしましょう。 








